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通いの場（サロン）づくりを応援します！
地域住民による高齢者等の

申込・問 健康推進課　☎４２－２６５０

元気で介護を必要としない暮らしを送るために

通いの場（サロン）とは
　公共施設、個人宅、事業所の空きスペースなどで住民同士がより身近に、気軽に集まれる地域の居場所です。

住民主体生活支援
サービス事業補助金

　町では、介護保険の介護予防・日常生活支援総合事業において地域住民による高齢者等が身近に集え

る通いの場づくりを支援する「住民主体生活支援サービス事業補助金」を創設しました。平成3０年度に

おいて活用される団体を随時募集します。

対 象 団 体 地域住民主体で構成される団体、地縁組織、ボランティア団体等

対 象 内 容
高齢者等が集える通いの場（サロン）の通所型サービス

（趣味活動、交流、体操、運動等の自主的な通いの場として通所サービスを提供する）

利 用 対 象 者 ６５歳以上の方及び６５歳未満の要支援者等

要 　 　 件

①地域内の利用対象者がだれでも利用が可能であること。

②毎月の活動予定があること。

③協議体において補助することが適当であるとの意見が出された団体であること。

④利用対象者が、おおむね１０名以上であること。

補 助 金 額

①立ち上げに対する補助　　　　　　　上限１００，０００円（各団体１回のみ）

②運営に対する補助

　週１回以上の活動で

　月４週以上　　　　　　１年につき　上限　９０，０００円

　月２～３週以上　　　　１年につき　上限　６０，０００円

　月１週　　　　　　　　１年につき　上限　３０，０００円

（年度途中から補助を受ける場合、開始月から年度終了の月までの月数による上限

額を設定）

補助対象経費 事業実施に直接必要な経費（人件費、食事代等は除く）

応 募 方 法
希望する団体は、松前町住民主体生活支援サービス事業補助団体申請書（健康推進

課にあります）を提出してください。

《広告》

ハロウィンジャンボ５億円
（１等3億円・前後賞各１億円合わせて）

（１等3千万円・前後賞各１千万円合わせて）

発売期間
公益財団法人北海道市町村振興協会

10/1（月）～10/23（火）

ハロウィンジャンボミニ５千万円

10月１日 ２種類同時発売！月

この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい
まちづくりに使われます。

各１枚 300円


